
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  遺産分割協議と自社株                   

Ｑ：先日、父が亡くなりました。決算を迎

えますが、父が保有していた会社の株式の分

割が決まりません。どうなりますか？                            

                                              

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

相続財産は、相続が発生しますといったん

相続人全員の共有となり、分割が決まれば、

共有状態が解消され、株式を取得することに

なった相続人が株主として扱われることとな

ります。 

遺産分割が決まらず、株式が二人以上の者

の共有に属するときは、共有者は、その株式

についての権利を行使する者一人を定め、株

式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知

しなければ、その株式についての権利を行使

することができないこととなっていますので、

お尋ねのような場合は、権利行使者を一人定

めることによって、株主としての権利を行使

することができるようになります。ただし、

株式会社がその権利を行使することに同意し

た場合は、この限りではありません。 

ちなみに、権利行使者は、共同相続人間の

持分価格に従い、過半数をもってきめること

になっています。 

なお、遺産分割が相続人間で整わないとき

や相続人間で争いがあり協議ができないよう

な場合は、家庭裁判所に遺産の分割を請求し、

裁判所の下で分割の協議を進めることになり

ます。 
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